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「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」特
設
相
談
所

●時
6
月
1
日
　
～
　
時
●場
愛
宕
地
区

10

17

公
民
館
、
大
野
地
区
公
民
館
、
日
宇
地

区
公
民
館
、
早
岐
地
区
公
民
館
、
ひ
ま

わ
り
の
館
、
世
知
原
行
政
セ
ン
タ
ー
、

小
佐
々
行
政
セ
ン
タ
ー
、
宇
久
社
会
福

祉
セ
ン
タ
ー
●内
家
庭
、
夫
婦
、
相
続
、

職
場
、
近
隣
間
に
関
す
る
問
題
、
そ
の

他
さ
ま
ざ
ま
な
悩
み
　
※
秘
密
厳
守
。

相
談
無
料
。

●問
長
崎
地
方
法
務
局
佐
世
保
支
局

緯
　
・
4
8
5
0

24
資
産
税
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

【
軽
自
動
車
税
の
納
期
】5
月
中
旬
に
納

税
通
知
書
を
発
送
し
ま
す
。
6
月
1
日

ま
で
に
納
入
し
て
く
だ
さ
い

【
現
有
申
告
】土
地
・
家
屋
の
所
有
者
が

死
亡
し
、
そ
れ
ら
を
現
実
に
所
有
す
る

こ
と
に
な
っ
た
人
は
現
有
申
告
書
を
資

産
税
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
　
※
法

務
局
で
相
続
登
記
を
し
た
人
を
除
く
　

【
家
屋
滅
失
申
告
】家
屋
の
一
部
ま
た
は

全
部
を
取
り
壊
し
た
人（
災
害
等
を
含

む
）は
、
滅
失
申
告
書
を
資
産
税
課
へ

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●問
資
産
税
課

地
価
一
覧
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い

●場
市
役
所
6
階
行
政
資
料
閲
覧
コ
ー

ナ
ー
、
各
支
所
、
各
行
政
セ
ン
タ
ー
、

市
立
図
書
館

【
公
示
価
格
】地
価
公
示
法
に
よ
り
国
土

交
通
省
が
1
月
1
日
現
在
で
調
べ
、
3

月
末
に
公
示
し
た
も
の
　

【
標
準
価
格
】国
土
利
用
計
画
法
に
よ
り

県
知
事
が
7
月
1
日
現
在
で
調
べ
、
9

月
末
に
告
示
し
た
も
の

●問
財
産
管
理
課

建
設
リ
サ
イ
ク
ル
法
に
よ
る
一
斉
パ

ト
ロ
ー
ル

●時
5
月
　
～
　
日
●場
市
内
の
建
築
物

25

29

解
体
現
場
、
建
設
現
場
●内
分
別
解
体
、

再
資
源
化
な
ど
が
適
正
に
行
わ
れ
て
い

る
か
を
パ
ト
ロ
ー
ル

●問
建
築
指
導
課

平
成

年
度
市
道
路
面
清
掃（
機
械
）

21

業
務
の
委
託
入
札
参
加
資
格
登
録

●時
5
月
8
～
　
日
●内
市
道（
宇
久
地
域

21

を
除
く
）路
面
清
掃（
機
械
）業
務
の
委

託
入
札
参
加
資
格
登
録
●対
一
般
施
工

土
木
業
者
ま
た
は
物
品
等
納
入
業
者
で

市
の
指
名
業
者
▽
路
面
清
掃
車
を
所
持
、

賃
借
で
き
る
業
者
▽
本
市
で
定
め
る
一

般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
許
可
を
持
つ

業
者
　
※
詳
し
く
は
お
尋
ね
を
。

●問
道
路
維
持
課

道
路
、
法
定
外
公
共
物（
道
路
・
河

川
）占
用
料
の
納
期
に
つ
い
て

　
4
月
中
旬
に
納
入
通
知
書
を
発
送
し

て
い
ま
す
。
6
月
1
日
ま
で
に
最
寄
り

の
指
定
金
融
機
関
で
納
付
し
て
く
だ
さ

い
　
※
詳
し
く
は
お
尋
ね
を
。

●問
土
木
部
管
理
課

1
日
経
営
ド
ッ
ク（
要
予
約
）

●時
平
日（
第
2
木
曜
は
工
業
系
企
業
対

象
の
定
期
相
談
会
）●場
佐
世
保
商
工
会

議
所
●内
中
小
企
業
者
か
ら
の
経
営（
経

営
改
善
・
税
務
・
労
務
）や
開
業（
会
社

設
立
）な
ど
に
関
す
る
相
談
に
、
中
小

企
業
診
断
士
、
司
法
書
士
、
社
会
保
険

労
務
士
等
の
専
門
家
が
ア
ド
バ
イ
ス

●料
無
料
●申
佐
世
保
商
工
会
議
所
、
佐

世
保
市
北
部
商
工
会
、
宇
久
町
商
工
会

●問
佐
世
保
商
工
会
議
所

緯
　
・
6
1
2
1

22
●問
佐
世
保
市
北
部
商
工
会

緯
　
・
2
1
3
9

64
●問
宇
久
町
商
工
会

緯
0
9
5
9
・
　
・
2
1
6
3

57

人権シリーズ

HIV感染者やハンセン病患者など
エイズやハンセン病などの感染症に対する
正しい知識や理解の不足から、これらの感
染症にかかった患者や元患者が就職時の差
別やプライバシー侵害などを受け、人権問
題となっています。このような偏見や差別
を解消するためには一人一人が感染症につ
いて正しく理解することが必要です。

●問人権啓発課

「生ごみ処理機器」購入費用の一部助成

家庭から出るごみの約4割を占める生ごみ
を減らし、ごみの減量化を推進するため、家
庭用生ごみ処理機器の購入費の一部を助成
します。
対象機器・助成予定基数（助成限度額）
　①電動式生ごみ処理機・約120基
　　（購入価格の1/3・上限2万円）
　　※生ごみの粉砕だけを行うものは対象外。
　②生ごみ堆肥化処理容器・約800基
　　（購入価格・上限2千円）　※2基まで。
対象
　市内に在住している人で、平成20年4月1
　日から同22年2月26日までに購入した人、
　購入予定の人
申込方法
　はがきに住所、氏名（ふりがな）、電話番号と、
　①電動式生ごみ処理機設置奨励金を申し
　　込みます
　②生ごみ堆肥化処理容器設置奨励金を申
　　し込みます　※購入・購入予定基数も。
　のいずれかを書いて、〒857-0851、稲荷
　町1-8、廃棄物・リサイクル対策課へ
申込期間
　5月11日～来年2月26日　※先着順。
代理店募集
市では奨励金額を差し引いた額で対象機器
を販売していただける代理店を募集してい
ます。
　受け付け　5月1日から随時
　※手続きなど詳しくはお尋ねを。

●問廃棄物・リサイクル対策課　緯32-2428

18

5
月

日
は
民
生
委
員・児
童
委
員
の
日

12

　「
広
げ
よ
う
　
地
域
に
根
ざ
し
た
　

思
い
や
り
」　
●内
誰
も
が
安
心
し
て
住

み
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
地
域
社
会
づ

く
り
に
貢
献
す
る
た
め
、
民
生
委
員
・

児
童
委
員
は
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
委
嘱

さ
れ
、
地
域
の
み
な
さ
ん
の
福
祉
に
関

す
る
相
談
を
受
け
、
支
援
を
行
い
ま
す

※
お
気
軽
に
ご
相
談
を（
秘
密
厳
守
）。

●問
総
務
企
画
課

東
部
地
区
在
宅
当
番
医
を
廃
止

　
市
立
急
病
診
療
所
の
中
央
保
健
福
祉

セ
ン
タ
ー
へ
の
移
転（
本
紙
　
助
参
照
）

12

に
伴
い
、
休
日
の
東
部
地
区
在
宅
当
番

医
を
5
月
末
で
廃
止
し
ま
す
。
急
病
の

場
合
は
診
療
科
・
時
間
を
確
認
し
、
か

か
り
つ
け
医
や
市
立
急
病
診
療
所
を
受

診
し
て
く
だ
さ
い
。
市
内
の
救
急
当
番

病
院
に
つ
い
て
は
消
防
局（
緯
　
・
8

23

1
9
9
）、
市
立
急
病
診
療
所（
緯
　
・
25

3
3
5
2
）へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

●問
総
務
企
画
課

市
営
バ
ス
一
日
全
線
乗
り
放
題
外

●時
6
月
6
～
9
日
●内
県
高
校
総
体
開

催
期
間
中「
市
営
バ
ス
1
日
乗
車
券
」は

全
線
乗
り
放
題
に
な
り
ま
す
●料
中
学

生
以
上
五
百
円
、
小
学
生
二
百
五
十
円

●場
駅
前
バ
ス
セ
ン
タ
ー
、
島
瀬
定
期
券

売
場
、
黒
髪
・
矢
峰
営
業
所
、
バ
ス
車
内
、

さ
せ
ぼ
観
光
情
報
セ
ン
タ
ー
で
販
売

●問
交
通
局
業
務
課
緯
　
・
5
1
1
1

25

市
民
文
化
ホ
ー
ル
工
事
の
お
知
ら
せ

●時
5
～
7
月（
予
定
）　
※
工
事
期
間

中
も
施
設
は
利
用
で
き
ま
す
が
、
若
干

の
騒
音
や
、
一
部
立
ち
入
り
で
き
な
い

場
所
も
あ
り
ま
す
。

●問
社
会
教
育
課

退
職
し
た
ら
国
民
年
金
へ
加
入
を

　
　
～
　
歳
ま
で
の
会
社
員
や
公
務
員

20

60

が
、
退
職
等
に
よ
り
厚
生
年
金
や
共
済

組
合
の
資
格
を
喪
失
し
た
時
は
、
国
民

年
金
へ
の
加
入
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。
被
扶
養
配
偶
者
も
種
別
変
更
届
が

必
要
で
す
　
●場
戸
籍
住
民
課
、
各
支
所
、

各
行
政
セ
ン
タ
ー
、
佐
世
保
社
会
保
険

事
務
所
　
※
後
日
、
国
民
年
金
保
険
料

の
納
付
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
が
、
納
付

が
困
難
な
場
合
は
免
除
制
度
が
あ
り
ま

す
の
で
、
ご
相
談
を
。

●問
佐
世
保
社
会
保
険
事
務
所

緯
　
・
1
1
4
8

34

国
保
の
変
更
届
け
は

日
以
内
に

14

　
ほ
か
の
健
康
保
険
に
加
入
し
て
も
、

国
保
を
や
め
る
手
続
き
を
し
て
い
な
い

と
国
保
税
が
引
き
続
き
請
求
さ
れ
ま
す
。

転
入
や
転
出
、
健
康
保
険
の
種
類
な
ど

に
変
更
が
あ
っ
た
ら
世
帯
主
が
　
日
以

14

内
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
国
保

へ
の
加
入
手
続
き
が
遅
れ
る
と
さ
か
の

ぼ
っ
て
国
保
税
を
納
め
る
こ
と
に
な
り

ま
す
　
●場
戸
籍
住
民
課
、
各
支
所
、
各

行
政
セ
ン
タ
ー

●問
戸
籍
住
民
課

交
通
事
故
な
ど
に
遭
っ
た
ら

　
交
通
事
故
に
遭
っ
て
国
民
健
康
保
険

を
使
う
と
き
は
医
療
機
関
に
そ
の
旨
を

伝
え
、
警
察
で
人
身
事
故
扱
い
の
事
故

証
明
書
の
手
続
き
後
、
国
民
健
康
保
険

課
へ
。
飼
い
犬
に
か
ま
れ
た
と
き
や
傷

害
な
ど
の
場
合
も
同
課
へ
。

●問
国
民
健
康
保
険
課

計
量
器
定
期
検
査
日
程（
5
月
分
）

●時
●場
①
　
日
、
西
天
神
第
2
集
会
場

12

②
　
日
、
佐
世
保
競
輪
場
③
　
日
、
大

14

15

宮
町
消
防
団
詰
所
④
　
日
、
東
浜
1
組

21

自
治
会
館
⑤
　
日
、
山
澄
地
区
公
民
館

25

⑥
　
日
、
さ
せ
ぼ
市
民
活
動
交
流
プ
ラ

26
ザ
　
※
①
②
④
⑤
　
時
　
分
～
　
時
　

13

30

15

30

分
、
③
⑥
　
～
　
時
。
家
庭
用
は
無
料
。

10

15

●問
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
緯
　・2
5
9
2

22

5
月
は
消
費
者
月
間
で
す

　
統
一
テ
ー
マ「
消
費
者
新
時
代
　
消

費
者
が
主
役
」　

【
消
費
生
活
問
題
講
演
会
】●時
5
月
　11

日
　
～
　
時
●場
中
部
地
区
公
民
館
●内

14

16

「
製
品
安
全
セ
ミ
ナ
ー
」　

【
街
頭
啓
発
】●時
5
月
　
日
　
時
　
分

30

13

30

●場
四
ヶ
町
ア
ー
ケ
ー
ド

●問
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
緯
　・2
5
9
2

22

暴
力
相
談

暴
力
団
に
関
す
る
ご
相
談
は
迷
わ

ず
、
恐
れ
ず
長
崎
県
暴
力
追
放
運
動
推

進
セ
ン
タ
ー
、
県
警
察
本
部
暴
追
テ
レ

ホ
ン（
緯
0
9
5
・
8
2
2
・
0
0
0

7
）、
お
近
く
の
警
察
署
、
交
番
へ
。

●問
県
暴
力
追
放
運
動
推
進
セ
ン
タ
ー

緯
0
9
5
・
8
2
5
・
0
8
9
3

無
料
出
張
総
合
相
談

●時
①
5
月
　
日
　
～
　
時
②
5
月
　

21

10

15

22

日
　
～
　
時
●場
①
相
浦
支
所
②
東
部

10

15

住
民
セ
ン
タ
ー
●内
行
政
、
年
金
、
お
金

の
貸
し
借
り
、
一
般
相
談
な
ど
　
※
秘

密
厳
守
。

●問
市
民
相
談
室

LIFEANDINFORMATION

市役所各課へは
代表番号緯24-1111
からおつなぎします。

●時=とき、●場=ところ、●内=内容、●対=対象、●料=料金・会費、●定=定員、●申=申し込み・提出、●〆=締め切り、●問=問い合わせ


